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 人事行政の運営等の状況の公表 
　地方公務員法第５８条の２の規定により、人事行政運営における公平性、透明性を高めるため、

野迫川村人事行政の運営等の公表状況の公表に関する条例に基づき公表します。

１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）部門別職員の状況

部　　門 Ｒ３．４．１ Ｒ４．４．１ 増減数 備　考

一
般
行
政
部
門

議 会 １ １ ０
総務・企画 ９ ９ ０
税 務 ２ ２ ０
民 生 ５ ６ １
衛 生 １ １ ０
農 林 水 産 ３ ３ ０
商 工 １ １ ０
土 木 ７ ７ ０
小 計 ２９ ３０ １

特
別
行
政

教 育 ３ ４ １

小 計 ３ ４ １
普 通 会 計 計 ３２ ３４ ２
公
営
企
業

そ の 他 １２ １１ △１

小 計 １２ １１ △１
総 合 計 ４４ ４５ １
※�会計年度任用職員（パートタイムを除く）を含みます。

３．職員の給与の状況
（1）人件費（一般会計予算）令和３年度決算

区　　分 住民基本
台帳人口 歳出額　A 実質収支 人件費　B 人件費率

（B／A）

令和３年度 R4.3.31現在
346人

千円
1,412,568

千円
102,005

千円
238,840

％
16.9

（2）職員給与費の状況（一般会計予算）令和４年度予算

区　　分 職員数A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B １人当たり給与費
（B／A）

会計年度任用職員
以外の職員

人
31

千円
91,682

千円
22,879

千円
34,928

千円
149,489

千円
4,822

会計年度任用職員 8 24,832 971 5,281 31,084 3,886
※給与費は、当初予算に計算された額であり、退職手当、特別職の報酬等は含みません。

２．職員の人事評価の状況
　職員の職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的として、全職員を対象
とする人事評価を年1回（評価基準日２月１日）実施しています。

（3）職員平均給与月額、平均年齢の状況
（令和４年４月１日現在）

区　　　　分 平均給料月額 平　均　年　齢
一般行政職 ２７３，９５７円 ３８．３歳
医　療　職 ２６３，０７５円 ３８．０歳

（4）職員の初任給の状況
（令和４年４月１日現在）

区　　　分 一般行政職 医　療　職 単純労務職
高　校　卒 150,600円 186,900円 142,000円
大　学　卒 182,200円

（２）採用者数について

令和３年度採用
事務職 ４人
技能職 ０人

（３）退職者について

令和３年度退職
定　年 ０人
その他 ４人

令和４年９月 （2）



４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）勤務時間
１週間の正規の勤務時間 勤務時間の割振り 休憩時間 勤務を要しない日

３８時間４５分 午前８時３０分～午後５時００分 午後０時～午後０時４５分 土曜及び日曜日

（2）主な休暇・休業制度
年次休暇

一暦年２０日、残日数は最大２０日繰越し

（3）特別休暇の導入状況
理　　　　由 期　　　　　　　間 理　　　　由 期　　　　　　　間

公民権行使 必要と認められる期間 育児時間 １日２回３０分以内
証人、参考人等出頭 必要と認められる期間 妻の出産 ２日の範囲内
骨髄移植 必要と認められる期間 男性の育児参加 ５日以内
ボランティア １年の間に５日の範囲内 子の看護 １年の間に５日の範囲内
結婚 連続する５日の範囲内 忌引き 別に定める期間
産前 出産予定日前６週間 夏期 ７月から９月の期間において５日間
出産 産後８週間 天災被害 ７日の範囲内
生理 １回につき２日以内 出勤困難 必要と認められる期間

〔年次休暇の状況〕令和３年１月１日から令和３年12月31日
総付与日数
（ａ）

総取得日数
（ｂ）

全対象職員数
（ｃ）

平均取得日数
（ｂ）／（ｃ）

消化率
（ｂ）／（ａ）

日
1017.0

日
310.3

人
26

日
11.9

％
30.5

（5）一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）
区　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 計
職務内容 主事補・主事 主事・主査 課長補佐 課長・参事 課長
職員数 3人 19人 1人 8人 1人 32人
構成比 9.4％ 　59.4％ 3.1％ 25.0％ 3.1％ 100.0％

（※再任用職員は除く）

③その他の諸手当（令和４年４月１日現在）
区　　分 内　　　　　　　　　　　　容

扶養手当 配偶者6,500円、扶養親族10,000円、その他6,500円
満16歳の年度当初から満22歳の年度末までの子１人につき5,000円加算

住居手当 借家・借間　最高27,000円

通勤手当 交通機関利用者　全額支給
交通用具（自動車等）使用者2,000円から距離により支給

（7）特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

区　　分 給料報酬
等の月額

期末手当支給割合
６月期 １２月期 計

村　長 630,000円 1.625月分 1.625月分 ３．２５月分
副村長 550,000円 1.625月分 1.625月分 ３．２５月分
教育長 510,000円 1.625月分 1.625月分 ３．２５月分

（6）職員手当の状況（令和４年４月１日現在）
①期末・勤勉手当

区　　分 期　末　手　当 勤　勉　手　当
６月期 １．２０　月分 ０．９５　月分
１２月期 １．２０　月分 ０．９５　月分
計 ２．４０　月分 １．９０　月分

②退職手当（令和４年４月１日現在）

区　　分
支給率
定年退職

２０年勤続者 24.586875月分
２５年勤続者 33.27075月分
３５年勤続者 47.709月分
最高限度 47.709月分

（3） 令和４年９月



５．職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）分限処分者数� 《令和３年度》単位：人

処分の種類
処分事由 降任 免職 休職 降給 合計 失職

勤務実績が良くない場合 ０ ０ ０
心身故障の場合 ０ ０ ０ ０
職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０
職制、定数の改廃・予算の減少により廃職・過員
を生じた場合 ０ ０ ０

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０
条例で定める事由による場合 ０ ０ ０

合　　　計 ０ ０ ０ ０ ０
地方公務員法第２８条第４項により失職した者 ０
地方公務員法第２８条第４項に基づく条例により
失職しなかった者 ０

（2）懲戒処分者数� 《令和３年度》単位：人
処分の種類

処分事由 戒告 減給 停職 免職

給与・任用に関する不正 ０ ０ ０ ０
一般服務違反関係 ０ ０ ０ ０
一般非違行為関係 ０ ０ ０ ０
収賄等関係 ０ ０ ０ ０
道路交通法違反関係 ０ ０ ０ ０
監督責任 ０ ０ ０ ０

合　　　　　計 ０ ０ ０ ０

８．職員の福祉及び利益の保護に関すること
（1）福利厚生制度に関する状況《令和３年度》

区　　分 受診者数 内　　容　　等
人間ドック 　８人 医療機関が実施する総合検診
定期健康診断 ４２人 村が実施する検診

（2）公務災害補償制度
加入団体 災害件数 災害の概要

地方公務員災害補償基金奈良県支部 ０件

６．職員の服務の状況
　　（1）育児休業及び部分休業の取得状況《令和３年度》� 取得者４名
　　（2）介護休暇の取得者数《令和３年度》� 取得者なし

７．職員の研修状況
　　実施なし

８．公平委員会に係る業務に関すること
　　（１）　職員の競争試験及び選考の状況� 該当なし
　　（２）　勤務条件に関する措置の要求状況� 該当なし
　　（３）　不利益処分に関する不服申し立ての状況� 該当なし

令和４年９月 （4）



新型コロナワクチン集団接種新型コロナワクチン集団接種

　６月～８月にかけて実施しておりました新型コロナワクチン集団接種について、８月２６日で

野迫川村での集団接種は終了しております。　

　ワクチンが多少残っている為、これから接種希望される方は個別に対応可能な場合があります。

役場もしくは診療所（３７－２２０２）までご相談ください。

　また、秋以降にオミクロン株対応ワクチンの接種を開始するとの国の情報が入っていますが、

詳細な情報が入り次第、お伝えさせていただきます。

【お問い合わせ先】

　野迫川村住民課　　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

大阪産業大学 教職ゼミ合宿が行われました大阪産業大学 教職ゼミ合宿が行われました
　８月７日～９日の間で、教師を目指す学生たちが奥高野自然の里に集まりゼミ合宿を行い

ました。一階部分のレイアウトを変更し、模擬授業や面接対策が行われました。授業の他にも、

かまどでの飯炊き体験や星空観察などの体験学習もあり、参加した学生たちは「豊かな自然に

癒され、涼しい風が吹く場所でリラックスしながら真摯に課題に取り組めました」と野迫川村

を楽しみながら勉強されてました。

　教職ゼミ担当の大阪産業大学�山田啓次教授は「今回のゼミ合宿以外にも、野迫川村と大学、

野迫川村と学生たち、各々が抱えている課題を一緒に解決していく流れを作っていきたいと

考えているので、これからも意欲的に取り組んでいきたい」と語っていました。

（5） 令和４年９月



総合健診総合健診

第２８回　なら・ヒューマンフェスティバル第２８回　なら・ヒューマンフェスティバル

　下記の日時にて、総合健診（健康診査・大腸がん検診・肺がん検診等）を実施予定です。

　申込者には９月中旬頃に案内や問診票、検査容器を送付する予定です。

　申し込みがまだの方で受診を希望される場合は役場住民課までお電話ください。

【日時・場所】　※地区ごとの受付時間は総合健診希望者に送付予定

日　程 受付時間 実施場所

９月３０日（金）

・

１０月３日（月）

【午前】

９：００�～�１１：００

【午後】

１：００�～　３：００

旧野迫川中学校体育館

【お問い合わせ先】

　野迫川村住民課　　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

　同和問題をはじめ、あらゆる人権問題をイベントや資料展示等を通じて考える催しです。

　みなさんのご来場をお待ちしています。

■日時　令和４年１０月２２日（土）１３：００�～�１５：３０

■場所　五條市上野公園総合体育館（五條市上野町２４６番地）　

■イベント内容�講演会（講師：清水　健さん）ほか

■イベント参加については事前申込制です（往復はがき）

■詳細は、ホームページ（https://www.pref.nara.jp/1657.htm）をご覧ください。

■問い合わせ先

　なら・ヒューマンフェスティバル実行委員会事務局

　（奈良県文化・教育・くらし創造部人権施策課　ＴＥＬ：０７４２－２７－８７１９）

令和４年９月 （6）



明日香養護学校　令和４年度　第２回体験学習のご案内明日香養護学校　令和４年度　第２回体験学習のご案内

総合型地域スポーツクラブからのお知らせ総合型地域スポーツクラブからのお知らせ

　県立明日香養護学校では、肢体不自由のある幼児児童生徒、病弱教育対象生徒の保護者や担任

に対して、本校の教育についての理解と認識を深めていただくために体験学習を実施しています。

「第２回体験学習」

　（対象）　�肢体不自由を有する年長児、小学６年生、中学３年生、病弱教育対象の

　　　　　中学３年生及びその保護者、担任

　（日時）　肢体不自由教育部門

　　　　　　　小学部　令和４年１１月１６日（水）１３時３０分　～　１６時

　　　　　　　中学部　　〃　　１１月３０日（水）１３時３０分　～　１６時

　　　　　　　高等部　　〃　　１１月　９日（水）１３時３０分　～　１６時

　　　　　病弱教育部門

　　　　　　　高等部　令和４年１１月　９日（水）１３時３０分　～　１６時

＜問い合わせ、申し込み＞

　　奈良県立明日香養護学校　高市郡明日香村川原４１０

　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０７４４－５４－３３８０（担当　教育支援部）

教室名 １０月 １１月 １２月

スポーツ教室

（野迫川小中学校体育館）
２６日（水） １６日（水） ２１日（水）

初めての方でも大歓迎です。皆様ご近所お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

上記の予定は変更になることがあります。ご了承ください。� � �

（問合せ）　野迫川村総合型地域スポーツクラブ事務局

　　　　　（野迫川村教育委員会内）�

　　　　　ＴＥＬ：０７４７ｰ３７ｰ２１０１

（7） 令和４年９月



自衛隊試験自衛隊試験

マイナンバーカード（早期取得について）マイナンバーカード（早期取得について）

【自衛官候補生】
１　応募資格
　１８歳以上３３歳未満
　※採用予定月の末日現在
２　受　付
　通年募集
３　試　験
　学科試験、作文、適性検査、口述試験、身体検査
　試験期日は、受付時にお知らせします。
　※�学科試験、作文、適性検査はＷＥＢ試験を予定

【防衛大学校学生（一般）】
１　応募資格
　１８歳以上２１歳未満
　※�令和５年４月１日現在（高卒者（見込含）又は高

専３年次修了者（見込含））
２　受　付
　令和４年１０月２６日（水）締切
３　試　験
　１次試験：学科試験、小論文試験
　令和４年１１月５日（土）及び６日（日）

　２次試験：口述試験、身体検査
　試験期日は、１次試験合格時に通知します。

【陸上自衛隊高等学校生徒】
１　応募資格
　１５歳以上１７歳未満
　※令和５年４月１日現在　中卒者（見込含）
２　受　付
　令和４年１０月１日（土）～令和５年１月６日（金）
３　試　験
　１次試験：学科試験、作文
　令和５年１月１４日（土）～
　　　　　　　１５日（日）の指定する１日
　２次試験：口述試験、身体検査
　令和５年１月２６日（木）～
　　　　　　　２９日（日）の指定する１日

問合せ
　自衛隊奈良地方協力本部五條地域事務所
　ＴＥＬ：０７４７–２２–３７８９

　本村のマイナンバーカード所有率は下記のとおりです。（令和４年７月１５日現在）
　政府全体で「令和４年度末までにほぼ全国民に行き渡ること」を目指して、普及に取り組んでおります
ので、まだ取得されていない方は申請をご検討ください。

（％）
１０代
以下

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代
９０代
以上

合　計

３２ ４５ ２１ ２５ ５９ ３０ ４３ ３０ １２ ３３

　本村に住民票があり、申請書がお手元に無い方は、役場窓口にて本人確認を行った上で申請書を再発行
できます。またスマートフォンでも申請可能です。
　マイナンバーカードの申請については役場窓口にてサポートしますのでご相談ください。
問い合わせ先　野迫川村　住民課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１
※早期取得しないとマイナポイント第２弾の申請に間に合わない場合があります。

令和４年９月 （8）



国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

　大規模な土地取引には届出が必要です。

　提出期限は契約締結日から２週間以内です。

◎届出の概要

　国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度　を設け

ています。

　土地取引に係る契約（予約を含む。）をしたときは、権利取得者（例えば、買主）は、　契約日か

ら２週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

◎届出が必要な土地の面積

　市街化区域　　　　２，０００㎡以上

　市街化調整区域　　５，０００㎡以上

　都市計画区域外　１０，０００㎡以上

◎届出先

　届出書に必要事項を記入し、添付書類（契約書の写し、地図など）とともに、土地の所在する

市町村役場に届け出てください。

◎審査内容

　土地の利用目的が、土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しない場合には、利

用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

◎罰則

　届出をしなかったり、虚偽の届出をすると６カ月以下の懲役、または、１００万円以下の罰金

に処せられることがあります。

　詳しくは、奈良県地域デザイン推進局県土利用政策室にお問い合わせください。

　ＴＥＬ：０７４２－２７－８４８４（ダイヤルイン）

　奈良県ホームページ　http://www.pref.nara.jp/4928.htm

（9） 令和４年９月



新型コロナウイルス感染症対策等に関する村独自取組新型コロナウイルス感染症対策等に関する村独自取組

　令和４年度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取り組みに対しまして、ご理解、ご

協力を賜り、ありがとうございます。

　村では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と新たな生活様式を踏まえた地域経済の活

性化を図るため、独自の取組を下記のとおり実施します。

◆村民への支援

事業目的 事業内容 担当課

村民への情報提供の充実 野迫川チャンネルの設備更新 総務課

心豊かな生活応援 村民へカタログギフトを贈呈 住民課

必需物品供給事業 ゴミ袋を配布 住民課

公共施設の安全・安心確保 診療所にエアコンを設置 診療所

地域振興券発行事業 村民へ地域振興券を配布 産業課

◆新しい生活様式の推進

事業目的 事業内容 担当課

公共施設の執務環境整備
役場庁舎等の公共施設に、抗菌カーテ

ンを設置

総務課

住民課

社会的な環境整備

お掃除シート・ハンドペーパータオル・

抗菌スリッパ、ＰＣＲ簡易キット、二

酸化炭素測定器等を購入

住民課

観光施設等の安全・安心確保 奥高野自然の里の修繕 産業課

観光施設等の安全・安心確保 高野豆腐伝承館の修繕 産業課

観光施設等の安全・安心確保 弁天公園の遊歩道、遊具の撤去 産業課

防災活動支援
村内道路・河川等の状況を確認できる

ライブカメラの設置
建設課

公共施設の安全・安心確保
義務教育学校のトイレを改修（ウォ

シュレット取替え、温水機器設置）
教育委員会

公共施設の安全・安心確保
義務教育学校のリモート授業を支援す

るためタブレット端末を購入
教育委員会

野迫川村総務課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

令和４年９月 （10）



地域振興券の配付について地域振興券の配付について

　本年度も村民の皆様に新型コロナウイルス感染拡大、ウクライナ情勢により消費に与える影響

を緩和するとともに、野迫川村における消費を喚起及び下支えすることを目的として地域振興券

を発行しました。

〇内　　容　

　額面１，０００円の商品券１０枚綴り×３冊（３０，０００円相当額）を令和４年７月１５日に

おいて、野迫川村の住民基本台帳に記載されている方に交付しております。

〇利用期間

　令和４年８月２４日（水）～�令和５年２月２８日（火）

〇利用可能店舗

　振興券配付時に同封している用紙をご確認ください。

お問い合わせ先

　野迫川村産業課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

（11） 令和４年９月



「空き家改修」及び「老朽危険空き家解体」に係る「空き家改修」及び「老朽危険空き家解体」に係る
補助金制度のお知らせ補助金制度のお知らせ

　野迫川村では、定住促進とともに空き家の有効活用を図るため、標記制度を実施いたします。

　各補助金の概要は以下のとおりですので、希望される方は役場総務課までお問合せください。

申込受付期間は、いずれも令和４年１０月３１日（月）です。
※�補助事業の採択は先着順とします。（予算が無くなり次第終了します。）

※いずれの場合も、令和５年２月２８日までに工事が完了されることが条件となります。

【空き家改修補助金について】

（主な要件）

１．�空き家所有者が、利用者に１０年以上賃貸もしくは売却する権利を有し、その意思があること。

２．当該空き家に１０年以上居住する意思のある利用者がいること。

（補助金の額）

　別に定める交付対象事業のうち村が適正と認めた経費合計額の２分の１に相当する額とし、

５０万円を限度とします。

【老朽危険空き家解体補助金について】

（主な要件）

１．�野迫川村内に位置し、周辺環境を悪化させ放置されている戸建て住宅又はその付属建物で、

現に居住していない建物であり、住宅地区改良法施行規則第１条に規定する住宅であること。

２．�当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていな

いこと。（ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。）

３．補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。

（補助金の額）

　別に定める交付対象工事のうち村が適正と認めた解体工事に要する費用の３分の１に相当する

額とし、５０万円を限度とします。

※補助要件は他にもございますので、詳細は総務課までお問合せください。

お問い合わせ先　野迫川村総務課　ＴＥＬ：０７４７ｰ３７ｰ２１０１

令和４年９月 （12）
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村税・保険料納期限村税・保険料納期限
税目・保険料 納期限日

国民健康保険税（第2期） ９月２６日（月）

介護保険料
（普通徴収）（第４期）

９月２６日（月）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）（第３期）

９月３０日（金）

　上記、納期限までに役場窓口や、郵便局・銀行等で納付をお

願いします。

　また、口座振替の引落しもこの日に行いますので、口座預金

の準備をお願いしいます。

（13） 令和４年９月



人口／８月３１日現在　■世帯数　２０９戸　■人口　３４３人　■男　１６８人　■女　１７７人

野迫川小中学校水泳教室野迫川小中学校水泳教室
　７月２１日（木）から８月３日（水）まで野迫川小中学校で水泳教室を行いました。今年は昨

年以上に気温の高い日が続き、予定していた水泳教室は毎日プールへ入ることができました。

　また水泳記録会の8月４日（木）は、朝から雨が降っていましたが、開始時間には雨があがり、

記録会はときおり太陽の光に包まれる中で行われました。記録会では子どもたち全員がそれぞ

れのメニューに頑張って挑戦し、これまでの練習の成果を存分に発揮していました。

令和４年９月 （14）
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